
 

 

議案第４０号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年２月２日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 

１～６７ ［略］ 

６８ 都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成２４年法律

第８４号。以下「都市低炭素

化促進法」という。）第５３

条第１項の規定による低炭素

建築物新築等計画の認定の申

請（以下「低炭素建築物新築

等計画の認定申請」という。

）に対する審査（次項から第

７０項までに規定する審査を

除く。） 

 ［略］ 

   ［略］ 

   住宅の用途を含む低炭素

建築物の共用部分（当該住

宅の用途に供する部分に限

る。以下同じ。） 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下

のもの 

 ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

１４５，０

００円 

 

事務の種類 手数料の額 

１～６７ ［略］ 

６８ 都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成２４年法律

第８４号。以下「都市低炭素

化促進法」という。）第５３

条第１項の規定による低炭素

建築物新築等計画の認定の申

請（以下「低炭素建築物新築

等計画の認定申請」という。

）に対する審査（次項から第

７０項までに規定する審査を

除く。） 

 ［略］ 

   ［略］ 

   住宅の用途を含む低炭素

建築物の共用部分（当該住

宅の用途に供する部分に限

る。以下同じ。） 

  ア ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 



 

 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え

２，０００平方メートル

以下のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

   前２号に掲げる部分以外

の部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下

のもの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え

２，０００平方メートル

以下のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 ［略］ 

３１７，０

００円 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

６８の２ 低炭素建築物新築等

計画の認定申請に対する審査

（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省令・国土交通

省令第１号。第７３項から第

７５項まで、第７７項、第７

９項、第８０項及び備考第８

項において「省令」という。

）第１０条第１号イ 及びロ

 に定める基準に適合する非

住宅用途を含む建築物の非住

宅部分の審査に限る。） 

 ［略］ 

   ［略］ 

   床面積の合計が３００平

方メートルを超え１，００

０平方メートル以下のもの 

  床面積の合計が１，００ 

０平方メートルを超え２， 

０００平方メートル以下の 

もの 

   ［略］ 

   ［略］ 

   ［略］ 

   ［略］ 

 ［略］ 

１１８，０

００円 

 

［略］ 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

６９ 低炭素建築物新築等計画

の認定申請に対する審査（都

［略］ 

  イ 床面積の合計が３００ 

平方メートルを超え２， 

０００平方メートル以下 

のもの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

   前２号に掲げる部分以外

の部分 

  ア ［略］ 

 

 

 

 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートルを超え２， 

０００平方メートル以下 

のもの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

６８の２ 低炭素建築物新築等

計画の認定申請に対する審査

（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省令・国土交通

省令第１号。第７３項から第

７５項まで、第７７項、第７

９項、第８０項及び備考第８

項において「省令」という。

）第１０条第１号イ 及びロ

 に定める基準に適合する非

住宅用途を含む建築物の非住

宅部分の審査に限る。） 

 ［略］ 

  ［略］ 

 

 

 

  床面積の合計が３００平 

方メートルを超え２，００ 

０平方メートル以下のもの 

 

   ［略］ 

   ［略］ 

   ［略］ 

   ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

６９ 低炭素建築物新築等計画

の認定申請に対する審査（都

［略］ 



 

 

市低炭素化促進法第５４条第

１項各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類が提

出された場合の審査に限る。

） 

  ［略］ 

   前号に掲げる部分以外の

部分 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下

のもの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え

２，０００平方メートル

以下のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 ［略］ 

 

 

［略］ 

１９，００

０円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７０～７２ ［略］  

７３ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号。以下

「建築物省エネ法」という。

）第１２条第１項又は第１３

条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性

判定の申請に対する審査 

［略］ 

  省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

   省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

ア ［略］ 

 

 

 

［略］ 

３３４，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

［略］ 

市低炭素化促進法第５４条第

１項各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類が提

出された場合の審査に限る。

） 

  ［略］ 

  前号に掲げる部分以外の 

部分 

ア ［略］ 

 

 

 

 

  イ 床面積の合計が３００ 

平方メートルを超え２， 

０００平方メートル以下 

のもの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７０～７２ ［略］  

７３ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号。以下

「建築物省エネ法」という。

）第１２条第１項又は第１３

条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性

判定の申請に対する審査 

［略］ 

  省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

ア ［略］ 

 

 

 

 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

   省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

  ア ［略］ 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

 ［略］ 



 

 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

１３０，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７４ 建築物省エネ法第１２条

第２項又は第１３条第３項の

規定に基づく建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定の申請

に対する審査 

［略］ 

  省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

ウ 床面積の合計が１，０ 

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

   省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 

 

 

［略］ 

１６７，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

［略］ 

６５，００

０円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７５ 建築物省エネ法第３４条 ［略］ 

 

 

 

 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７４ 建築物省エネ法第１２条

第２項又は第１３条第３項の

規定に基づく建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定の申請

に対する審査 

［略］ 

   省令第１条第１号イに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

  ア ［略］ 

 

 

 

 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

   省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

  ア ［略］ 

 

 

 

 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７５ 建築物省エネ法第２９条 ［略］ 



 

 

第１項の規定に基づく建築 

物エネルギー消費性能向上 

計画の認定の申請に対する 

審査（次項に規定する審査 

を除く。） 

 

   建築物省エネ法第３５条

第１項各号に掲げる基準に

適合していることを示す書

類が提出された場合 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

   （ア） ［略］ 

   （イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上１ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

   （ウ） 床面積の合計が１，

０００平方メートル以

上２，０００平方メー

トル未満のもの 

   （エ） ［略］ 

   （オ） ［略］ 

   （カ） ［略］ 

   （キ） ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

［略］ 

１９，００

０円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

   ［略］  ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び 

ロ に定める基準に適合す 

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

３３４，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

   第１号以外の場合で、省

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物

の非住宅部分 

  ア ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

第１項の規定に基づく建築 

物エネルギー消費性能向上 

計画の認定の申請に対する 

審査（次項に規定する審査 

を除く。） 

 

   建築物省エネ法第３０条

第１項各号に掲げる基準に

適合していることを示す書

類が提出された場合 

ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

   （ア） ［略］ 

 

 

 

 

   （イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上２ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

   （ウ） ［略］ 

   （エ） ［略］ 

   （オ） ［略］ 

   （カ） ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

   ［略］ ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び 

ロ に定める基準に適合す 

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

  ア ［略］ 

 

 

 

 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び 

ロ に定める基準に適合す 

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 



 

 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上

２，０００平方メート

ル未満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

１３０，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７６ 建築物省エネ法第３４条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の認定の申請（建築物省エネ

法第３５条第２項の規定によ

る申出を伴う申請に限る。）

に対する審査 

［略］ 

  ・  ［略］ ［略］ 

７７ 建築物省エネ法第３６条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請に対する

審査（次項に規定する審査を

除く。） 

［略］ 

  建築物省エネ法第３５条 

第１項各号に掲げる基準に 

適合していることを示す書 

類が提出された場合 

ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

   （ア） ［略］ 

   （イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上１ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

   （ウ） 床面積の合計が１，

０００平方メートル以

上２，０００平方メー

トル未満のもの 

   （エ） ［略］ 

   （オ） ［略］ 

   （カ） ［略］ 

   （キ） ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

［略］ 

９，５００

円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  ［略］ ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び 

ロ に定める基準に適合す 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７６ 建築物省エネ法第２９条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の認定の申請（建築物省エネ

法第３０条第２項の規定によ

る申出を伴う申請に限る。）

に対する審査 

［略］ 

 ・  ［略］ ［略］ 

７７ 建築物省エネ法第３１条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請に対する

審査（次項に規定する審査を

除く。） 

［略］ 

  建築物省エネ法第３０条 

第１項各号に掲げる基準に 

適合していることを示す書 

類が提出された場合 

ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

   （ア） ［略］ 

 

 
 
 

   （イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上２ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

   （ウ） ［略］ 

   （エ） ［略］ 

   （オ） ［略］ 

   （カ） ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  ［略］ ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び 

ロ に定める基準に適合す 

 

 

 



 

 

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 

 

［略］ 

１６７，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び 

ロ に定める基準に適合す 

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

６５，００

０円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７８ 建築物省エネ法第３６条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請（同条第

２項において準用する建築物

省エネ法第３５条第２項の規

定による申出を伴う申請に限

る。）に対する審査 

［略］ 

７９ 建築物省エネ法第４１条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能に係る認

定の申請に対する審査 

［略］ 

  建築物省エネ法第２条第 

３号に掲げる基準に適合し 

ていることを示す書類が提 

出された場合 

ア・イ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

 

 
 
 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び 

ロ に定める基準に適合す 

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

 

 
 
 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７８ 建築物省エネ法第３１条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請（同条第

２項において準用する建築物

省エネ法第３０条第２項の規

定による申出を伴う申請に限

る。）に対する審査 

［略］ 

７９ 建築物省エネ法第３６条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能に係る認

定の申請に対する審査 

［略］ 

  建築物省エネ法第２条第 

３号に掲げる基準に適合し 

ていることを示す書類が提 

出された場合 

ア・イ ［略］ 

 

 

 

 

［略］ 



 

 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

   （ア） ［略］ 

   （イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上１ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

   （ウ） 床面積の合計が１，

０００平方メートル以

上２，０００平方メー

トル未満のもの 

   （エ） ［略］ 

   （オ） ［略］ 

   （カ） ［略］ 

   （キ） ［略］ 

 

 

［略］ 

１９，００

０円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ・  ［略］ ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１条第１項第１号イに 

定める基準に適合する非住 

宅用途を含む建築物の非住 

宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

３３４，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１条第１項第１号ロに 

定める基準に適合する非住 

宅用途を含む建築物の非住 

宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

１３０，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築 

物の非住宅部分 

   （ア） ［略］ 

 

 
 
 

   （イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上２ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

   （ウ） ［略］ 

   （エ） ［略］ 

   （オ） ［略］ 

   （カ） ［略］ 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ・  ［略］ ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１条第１項第１号イに 

定める基準に適合する非住 

宅用途を含む建築物の非住 

宅部分 

ア ［略］ 

 

 
 
 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  第１号以外の場合で、省 

令第１条第１項第１号ロに 

定める基準に適合する非住 

宅用途を含む建築物の非住 

宅部分 

ア ［略］ 

 

 
 
 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 



 

 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

８０ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通省

令第５号）第１１条の規定に

基づく軽微な変更に該当して

いることを証する書面の交付

に対する手数料 

 ［略］ 

  省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 

 

 

［略］ 

１６７，０

００円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 

 

 

［略］ 

６５，００

０円 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

８０ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通省

令第５号）第１１条の規定に

基づく軽微な変更に該当して

いることを証する書面の交付

に対する手数料 

［略］ 

  省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

ア ［略］ 

 

 

 
 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  省令第１条第１号ロに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

ア ［略］ 

 

 
 
 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



 

 

２ この条例による改正後のさいたま市建築等関係事務手数料条例別表第６８項から

第６９項まで、第７３項から第７５項まで、第７７項、第７９項及び第８０項の規

定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し、

同日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。 

 


